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上井草

下井草

善福寺

上 荻

西 荻

清 水

荻 窪

南荻窪

阿佐谷

成 田

松ノ木

高円寺

梅 里

和 田

久我山

高井戸

浜田山

堀ノ内

永 福

方 南

上井草3-33-10
(特別養護老人ホーム上井草園内)

上井草1･2･3･4丁目
井草3･4･5丁目

☎ 
℻
03-3396-0024
03-5311-1291

下井草2-44-4
(ビル３階)

井草1･2丁目 
下井草2･3･4･5丁目

☎ 
℻
03-5303-5341
03-5303-5342

西荻北4-31-11
(西荻ミキサンハイツ)

善福寺1･2･3･4丁目
西荻北3･4･5丁目

☎ 
℻
03-5311-1024
03-5311-1027

上荻3-29-5
(杉並会館等複合施設内)

今川3･4丁目   桃井3･4丁目
上荻2･3･4丁目   西荻北1･2丁目

☎ 
℻
03-5303-6851
03-5303-6853

西荻南4-2-7
(西荻窪診療所2階)

松庵2･3丁目   宮前3丁目 
西荻南1･2･3･4丁目

☎ 
℻
03-3333-4668
03-3333-3968

清水2-15-24
(特別養護老人ホームすぎなみ正吉苑内)

清水1･2･3丁目   本天沼2･3丁目 
桃井1･2丁目 今川1･2丁目

☎ 
℻
03-5303-5823
03-5382-2633

荻窪5-20-1
(杉並保健所5階)

天沼1･2･3丁目   上荻1丁目
荻窪3･4･5丁目

☎ 
℻
03-3391-0888
03-3391-2304

南荻窪2-28-13
(荻窪会議室1階)

荻窪1･2丁目    高井戸東4丁目
宮前2丁目   南荻窪1･2･3･4丁目

☎ 
℻
03-5336-3724
03-5336-3727

阿佐谷北1-3-12
(欅ビルディングB館)

阿佐谷北1･2･3･4･5･6丁目 
阿佐谷南2丁目   下井草1丁目   本天沼1丁目

☎ 
℻
03-3339-1588
03-3339-1600

成田西3-7-4 成田東2･5丁目   成田西1･2･3･4丁目 
阿佐谷南3丁目   浜田山4丁目 

☎ 
℻
03-5307-3822
03-5307-3820

松ﾉ木3-3-4 松ﾉ木1･2･3丁目   大宮2丁目 
成田東1･3･4丁目   阿佐谷南1丁目 

☎ 
℻
03-3318-8530
03-3318-8533

高円寺南4-26-16
(ビクトリアプラザ高円寺４階)

高円寺北1･2･3･4丁目
高円寺南3･4丁目

☎ 
℻
03-5305-6151
03-5305-6152

梅里1-7-17
(K&Ⅱビル５階)

梅里1･2丁目   堀ノ内2･3丁目
高円寺南2丁目

☎ 
℻
03-5929-1924
03-5929-1925

和田3-52-4
(和田ふれあいの家2階)

和田1･2･3丁目
高円寺南1･5丁目

☎ 
℻
03-5305-6024
03-5305-6023

久我山3-47-16
(特別養護老人ホームさんじゅ久我山内)

久我山1･2･3･4･5丁目
松庵1丁目   宮前5丁目

☎ 
℻
03-5346-3348
03-5336-3370

高井戸西1-12-1
(浴風会 認知症介護研究·研修東京センター内)

高井戸西1･2･3丁目   高井戸東2丁目
上高井戸1･2丁目   宮前1･4丁目

☎ 
℻
03-3334-2495
03-3334-2307

浜田山1-36-3
(浜田山会館内)

浜田山1･2･3丁目   上高井戸3丁目
下高井戸4･5丁目   高井戸東1･3丁目

☎ 
℻
03-5357-4944
03-5357-4966

堀ﾉ内1-6-6
(老人保健施設ウェルファー内)

堀ﾉ内1丁目   大宮1丁目
和泉3･4丁目   永福4丁目

☎ 
℻
03-5305-7328
03-5305-7331

永福3-35-11 永福1･2･3丁目
下高井戸1･2･3丁目

☎ 
℻
03-5355-5124
03-5355-5125

方南2-6-28
(方南二丁目福祉施設内)

方南1･2丁目 
和泉1･2丁目

☎ 
℻
03-5929-2751
03-5929-2757

ケア24名 所 在 地 担 当 区 域電話番号
FAX番号

夜間、日曜日、祝日および年末年始の緊急のご相談は、電話で受け付けています。
詳しくは公式ホームページでご確認ください。（区ホームページ）

杉並区高齢者総合相談窓口 ケア24（地域包括支援センター）一覧表

窓口受付時間

　高齢者総合相談窓口ケア24は杉並区が運営を委託してい
る地域包括支援センターです。地域で暮らす高齢者のみな
さんを介護、医療、福祉などさまざまな面から総合的に支え
るために設置されています。相談内容など、個人の秘密は守
ります。お気軽にご相談ください。

高齢者総
合相談窓口 ケア24

です！
（地域包括支援センター）

高齢者総合相談窓口  　　　 ってどんなところ？ケア24



2 3

高齢者総合相談窓口ケア24では、主任ケアマネジャ ー、保健師、社会福祉士等の専門職が中心となって高
齢のみなさんやその家族の支援を行います。3職種は それぞれ専門分野を持っていますが、専門分野の仕事
だけ行うのではなく、互いに連携をとりながら「チー ム」として総合的にみなさんを支えます。

●生活に何らかの不安がある人や要支援1・2と認定された人、
自立した生活ができている人も、区が行う介護予防・日常生

活支援総合事業を利用できます。

●要介護認定の申請や介護サービスの手続き、
介護事業所の紹介も行っています。

自立した生活が送れるよう支援します みなさんの権利を守ります
●高齢のみなさんが安心していきいきと暮らすために、
みなさんの持つさまざまな権利を守ります。成年後
見制度の紹介や、虐待を早期
に発見したり、消費者被害な
どのご相談に対応します。

お気軽にご相談ください
●高齢のみなさんやその家族、近隣に暮ら
す人の介護に関する悩みや問題に対応し
ます。介護に関する相談や
心配ごと、悩み以外にも、
健康や福祉、医療や生活に
関することなど、お気軽に
ご相談ください。

さまざまな方面からみなさんを支えます
●みなさんを支える地域のケアマ
ネジャーの助言や支援のほか、
高齢のみなさんにとってより暮
らしやすい地域にするため、さ
まざまな機関とのネットワーク
作りに力を入れます。

このほかにも、地域の実情に合わせて支援をします。

高齢者総合相談窓口 ケア24 ではこんな仕事をしています

高齢者総合相談  窓口 ケア24

主任ケアマネジャー 保健師 社会福祉士
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介護や健康についての相談 みなさんの によ って が違います

介護や支援が
必要な人

介護や支援を
必要としない人

介護や支援が
必要と
された人

介護や支援を
必要と
しない人

介護や支援が必要か
判断が必要な人

基本チェックリスト
を実施します

要介護認定

　どんなサービスを利用できるのか、まずは高齢者総合相談窓口ケア24に相談しましょう。
サービス利用までの流れは以下の通りです。

高
齢
者
総
合
相
談
窓
口
ケ
ア
24
に
相
談

要
介
護
１
〜
５
の
人

ケ
ア
プ
ラ
ン

介
護
予
防
ケ
ア
プ
ラ
ン

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

要
支
援
１
・
２
の
人

施
設
に

入
所
す
る

施設で
ケアプラン
を作成

在
宅
で
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
す
る

非
該
当
の
人

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

　要介護認定を申請し
て認定を受けます。高
齢者総合相談窓口ケア
24では申請の受付を
しています。

　「基本チェックリスト」と
は、利用者の心身の状況を把
握するための質問リストで
す。介護や支援が必要かど
うか、どんなサービスが必要
かをチェックします。

申　　請

認定調査

主治医の意見書

審査・判定

認定結果の通知

介護が必要な
状態にならない
ように
介護予防や
生活支援が
必要な人

〈施設サービス〉
●特別養護老人ホーム
●老人保健施設
●介護医療院

〈在宅サービス〉
●訪問介護
●訪問看護
●通所介護
●短期入所生活介護　など

〈地域密着型サービス〉
●小規模多機能型居宅介護
●定期巡回・随時対応型
　訪問介護看護　　　など

 地域密着型介護予防
 サービス
●介護予防小規模多機能型
　居宅介護
●介護予防認知症対応型
　通所介護　　　　　など

●訪問型サービス
●通所型サービス
●短期集中予防プログラム
　（訪問型・通所型）

 人生100年
 いきいき
 プロジェクト

予
防
給
付

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

＋

介護予防や
生活支援が
必要な人

介
護
給
付

介護や支援を
必要と
しない人

〈一般介護予防事業〉
すべての高齢者が利用できる
講座等

〈介護予防サービス〉
●介護予防訪問看護
●介護予防通所リハビリ
テーション
●介護予防短期入所生活
　介護　　　　　　　など

利用できるサービス健康状態

どんなサービスが
利用できるのかな？

　令和8年度より「見守りキーホルダー」事業を
開始します。緊急時に身元確認
などが行えるキーホルダーです。
安心して外出いただけるよう、
ぜひケア24にてご登録ください。
（詳しくは、P6をご覧ください。）
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購入費（見積額）が助成限度額未満の場合は購
入費、助成限度額以上の場合は助成限度額

●前回助成事業を利用した後、5年後の
再申請可

●申請前に購入された補聴器は助成対
象外

①・②のコースどちらか選択（対象寝具は敷布
団、掛布団、毛布、マットレスの4種類）
①乾燥コース（毎月）
乾燥4枚まで(7・1月は洗濯する枚数
を除いた枚数)（7・1月）洗濯2枚まで
②洗濯コース（5・7・9・11・1・3月）
　洗濯2枚まで

高齢者在宅サービスのご案内 ※事業詳細は、区HP等で必ずご確認ください。 ※一部を除き、費用負担があります。

　退院直後又は、捻挫・ぎっくり腰な
どで一時的に家事援助（調理・洗濯・
掃除・生活必需品の買物など）が必
要な高齢者に、原則1か月間ホーム
ヘルパーを派遣します。

いっときお助けサービス

介護保険の認定を受けていない65歳以上の高
齢者のみの世帯で、近隣に援助者がいないなど緊急に
家事援助が必要な方

1回の利用は45分を基本とし、1
単位を15分とした6単位（90分）まで。
週12単位（180分）限度（訪問調査の上、
サービス内容・派遣時間を決定）

内  容

対象者

　外出が困難な高齢者等に、ご自宅で
理美容サービスを受ける際の出張費に
相当する利用券を交付します。（カット
代は自己負担）

訪問理美容サービス

外出が困難な要介護1以上の方

年間最大6枚の利用券を交付内  容

対象者

　寝たきりなど寝具を干すことが困
難な高齢者等に、寝具の衛生を保つ
ため、洗濯・乾燥サービスを行います。
(原則、施設に入所された方や、寝具
を干せる同居者がいる場合は除く。）

寝具洗濯乾燥サービス

寝具を干すことが困難な65歳以上の方／介護
保険の第2号被保険者（40～64歳）で要介護・要支援
の認定を受けている方
内  容

対象者

区民税課税世帯は１割の負担あり

　月額7,000円を上限に、専用カタログから選んだ商品
を毎月自宅等に配送

　介護用品の支給又はおむつ代金の
助成をします。

介護用品の支給・おむつ代金の助成

要介護3以上でおむつが必要
な方／要介護1・2で常時おむつが必
要な方（医師の証明が必要）

費用負担

対象者

　聴力が低下している高齢者
に補聴器の購入に要する費用
の一部を助成します。

補聴器購入費の助成

65歳以上で補聴器相談医から補聴器の必要性
を認められた方（聴力が身体障害者手帳（聴覚障害）の
交付対象者は除く。）
助成額

● 住民税非課税世帯 72,450円
● 住民税課税世帯 36,230円

助成限度額

対象者

　地震等の災害時に備えて、
区が委託している事業者が高
齢者の家に「家具転倒防止器
具」を無料で取り付けます。

家具転倒防止器具の取付

65歳以上の高齢者のみの世帯の方対象者

　身体機能の低下により転倒等のおそれのある高齢
者の家に、手すりの取付けや便器を洋式化する工事
（上限20万円）・入浴補助用具などの附帯用具の給付
（上限10万円）を行います。

住宅改修給付事業

申請日前6か月以内に介護保険
で非該当(自立)と認定された65歳以上
の方（身体状況により、特に給付が必要
と認められた場合に限る。）

対象者

　防火の配慮が必要な高齢者に電磁調理器・自動消
火装置・ガス警報器のうち１つを給付します。

火災安全器具給付

65歳以上で、認知機能の低下に
伴い防火等の配慮が必要なひとり暮ら
し等の方

対象者

　週1回の定期的な電話で安否
確認を行い、日常生活における健康不安
などのご相談にも応じます。また、24時
間365日、電話相談ができます。

安心コール

65歳以上の高齢者のみの世帯で、
固定電話か携帯電話をお持ちの方
対象者

　ペンダント型の救急ボタ
ン、安心センサー（人の動き
を感知）、火災センサー（煙を感知）、委託事業者の受
信センターに通報するための通報機を貸与、設置しま
す。急病時に救急ボタンを押した場合や、センサーの
自動通報により、受信センターから救急車(火災の時
は消防車)の要請をするとともに、現場派遣員が駆け
つけ、救助を行います。介助のみを目的として現場派
遣員の出動を要請することはできません。

緊急通報システム

次の全てに該当する方
①65歳以上の高齢者のみの世帯の方
②慢性疾患があるなど、常時注意を要
する方(在宅生活に不安があり緊急時
に適切な対応ができない可能性のあ
る方も対象)
③固定電話あるいは携帯電話をお持ちの方

対象者　認知症高齢者の行方が分からなくなった時のため、
位置情報を知らせてくれるGPS端末一式を貸与し、登
録料と毎月のレンタル料の一部を助成します。

認知症高齢者探索システム

65歳以上の探索シ
ステムが必要と認められる
認知症高齢者を介護して
いる家族

対象者

【一般給付】

地域のたすけあいネットワーク
〈地域の手〉へ登録し、避難行動要支援
者名簿に登載された65歳以上の高齢者
のみの世帯の方

対象者
【特例給付】

【介護用品の支給】

　おむつを持ち込めない病院に入院し
た場合に、事業の決定月以降のおむつ
代金を一部助成
※同月に上記サービスの重複利用はできません。
※ご逝去後の申請はできません。

【おむつ代金の助成】

原則週1回、月～土曜日の午前
10時から午後6時（祝日・年末年始を除
く）。1回2時間まで

　認知症高齢者を在宅で介護し
ている家族の休息のため、安ら
ぎ支援員（交通費は別途必要）
が訪問し、家族や認知症高齢者
の話し相手をします。

認知症高齢者家族安らぎ支援

要支援1以上の認知症高
齢者を在宅で介護している家族
利用時間

対象者

１家族年間最大24枚の利用券
を交付 (1枚あたり1時間利用可能)

　要介護高齢者等を同居で介護している家族の休息のた
め、ホームヘルパーが訪問して、掃除、洗濯、調理、生活
必需品の買物などを代行（介護保険の訪問介護生活援助
サービスに準じた項目）するための利用券を交付します。

ほっと一息、介護者ヘルプ

内  容

最大10日間

　日常的に医療行為が必要な高齢者を
在宅で介護している家族が入院、葬儀等
により急に介護ができなくなった場合に、
一時的に病院で家族に代わって介護します(介護保険
適用外)。ケアマネジャーから事前にご相談ください。

緊急ショートステイ(医療型)

利用日数

次の①～③全てに当てはまる方
①介護する家族の急な入院等により、介護が受けられ
ない方
②介護保険サービスの医療型ショートステイに空きが
なく、他に介護する人がいない方
③要介護1以上の方

対象者

次の①・②の高齢者等を同居で在宅介護してい
る家族

①要介護1以上の方
②要支援1・2の方で、認知機能の低下により、日常生
活に支障があり、支援が必要と認められる方

対象者

　ケア24に登録し、登録番号が記載されたキーホル
ダーを持って外出することで、救急搬送時の身元確認
などが可能となります。

見守りキーホルダー

65歳以上の方対象者


